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水道管の凍結にご注意ください !!
　水道管は、外気温がマイナス4℃以下、夜間や外出などで長時間水道を使わない時など
に凍結しますので、ご注意ください。
◎水道管が凍結しやすいところ
　・水道管や器具が露出しているところ
　・北向きのところ
　・風当たりの強いところ・外にある水道管など
◎凍結による破損事故を防ぐために
　・屋外の露出したままの水道管や蛇口は防寒してください。
　・長期不在となるときは、給湯器等の水抜きを行ってください。
◎凍結して水が出なくなったときは
　・�気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、タオルなどをかぶせ、その上からぬる

ま湯を徐々にかけ、時間をかけてゆっくり解凍してください。
◎それでも水が出ないときは
　・�指定給水装置工事事業者へ修理をお申し込みください。なお、凍結修理の費用は、み

なさんの負担となります。修理費用は使用材料などにより異なりますので、依頼する
事業者にお尋ねください。

※�水道管の凍結事故の多くは水抜き手順の誤りが原因のようです。水抜きをする際は、バ
ルブやボタンを操作する前に蛇口を開き通水を行ってください。

●お問い合わせ　　農林建設課　上下水道係　☎３７－２１１５

●お問い合わせ　　農林建設課　☎３７－２１１５

　本町の水道・下水道事業会計では、浄水及び汚水処理に係る管理経費は基本的に自らの財源、
主に使用料等で賄いますが、昨今の物価高騰などの影響により、点検・維持管理費は増加して
おり、経常収支は悪化しています。
　そこで、将来にわたり安定的かつ持続的な事業運営を行っていくため、令和８年７月請求分
から水道料金を10％、下水道料金を15％の値上げをさせていただくことになりました。
　新しい上下水道料金は次のとおりとなりますが、推計では１人あたり1ヶ月約200円程度の
増と見ております。ご理解いただきますようお願いします。

　令和７年、七ヶ宿町内では火災が２件発生しました。（11月30日時点）火災はちょっと
した不注意から発生しています。一人一人が火の取扱いに気を付けて、火災ゼロを目指し
ましょう。

　また、暖房器具や火気の使用が多くなりますので、火の元には十分注意し、
火災のない年末年始を過ごしましょう。

●お問い合わせ　　白石消防署七ヶ宿出張所　☎３７－２１００

年末年始火災予防運動実施中
～急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし～

令和8年7月請求分から上下水道料金が改定されます令和8年7月請求分から上下水道料金が改定されます

●水道料金（10％改定）
基本料金（税抜き）
口　径 改定前 改定後
13mm 600円 660円
20mm 1,000円 1,100円
25mm 1,305円 1,435円
30mm 2,105円 2,315円
40mm 3,505円 3,855円
50mm 9,705円 10,675円
75mm 18,800円 20,680円 ※このほか、水道加入金も10％の改定となります。

●下水道料金（15％改定）
区　分 排水汚水量 改定前 改定後

基本使用料（税抜き） 7m3まで 857円 985円

超過使用料（税抜き）

8m3以上10m3まで 119円 136円
11m3以上20m3まで 124円 142円
21m3以上50m3まで 128円 147円
51m3以上200m3まで 138円 158円

201m3以上 143円 164円

従量料金（税抜き）
用　途 改定前 改定後 備　考
一般家庭 124円 136円 使用水量１m3あたり
臨 時 用 324円 356円 〃

【水道料金改定のイメージ】（消費税10％込、10円未満切り捨て）

（参考）

メーター口径 使用水量 改定前料金 改定後料金 増額
1人世帯 13mm  6㎥ 1,470円 1,620円 150円
２人世帯 20mm 10㎥ 2,460円 2,700円 240円
３人世帯 20mm 15㎥ 3,140円 3,450円 310円
４人世帯 20mm 20㎥ 3,820円 4,200円 380円

【下水道料金改定イメージ】（消費税10％込、10円未満切り捨て）

（参考）

使用水量 改定前料金 改定後料金 増額
1人世帯  6㎥  940円 1,080円 140円
２人世帯 10㎥ 1,330円 1,530円 200円
３人世帯 15㎥ 2,010円 2,310円 300円
４人世帯 20㎥ 2,690円 3,090円 400円

わらじ作り講習会のご案内わらじ作り講習会のご案内
　七ヶ宿町シルバー人材センターでは「わらじで歩こう七ヶ宿」で使用するわらじを作る後継者
を育てるために、下記によりわらじ作りの講習会を開催します。ぜひ皆様の参加をお待ちして
おります。
●日　時　1回目：１月25日（日）　２回目：２月10日（火）　３回目：２月24日（火）
　　　　　各９：00～ 12：00までの３時間（都合のよい日だけでも参加できます。）
●場　所　七ヶ宿町高齢者センター「工作室」
●対象者　わらじ作りに興味のある方（初めての方も歓迎します。）
●参加申込方法　開催日の一週間前まで、シルバー人材センターへお電話にてお申込み下さい。

■お問い合わせ　　シルバー人材センター　☎３７ー２２３１


